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スケジュール 

 

１．日程 

2023年6月10日（土） 13時00分 ～ 16時00分 

 

２．場所 

オンライン配信（ＺＯＯＭ） 

 

３．スケジュール 

12:30 接続テスト 

 

13:00  開会・挨拶 

 

13:05 「賃金水準向上にむけた課題と取り組みについて」   

看護問題対策委員会 リーダー 原尾健作 

 

13:45 「夜勤体制の整理すべき課題について」  

看護問題対策委員会 委員 松浦敬介 

 

13:55 「不払い残業解消にむけた取り組み」  

看護問題対策委員会 委員 牧田彰一郎 

 

14:05  パネルディスカッション 

 

― 休 憩 ― 

 

15:00  グループワーク（ブレイクアウトルーム） 

 

15:45  グループワーク報告 

 

16:00  まとめ・閉会 
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１．オンライン開催にあたっての注意事項 

 

 

1.【重要】ミュート（マイクオフ）設定のお願い 

参加者は質疑応答などを除いて、ミュート（マイクオフ）の設定でのご参加をお願い

します。 

 

2. 参加登録名について 

 参加者確認のため、Zoomの登録名は「県本部番号・県本部・苗字」で表示して下さ

い。また、県本部の前に、下記の県番号の表記をお願いします。 

 

例：29和歌山・小森 

 

北海道 01 北海道 

近畿 

26 滋賀 

東北 

03 青森 27 京都 

04 岩手 28 奈良 

05 宮城 29 和歌山 

06 秋田 30 大阪 

07 山形 32 兵庫 

08 福島 

中国 

33 岡山 

09 新潟 34 広島 

関東甲 

10 群馬 35 鳥取 

11 栃木 36 島根 

12 茨城 37 山口 

13 埼玉 

四国 

38 香川 

14 東京 39 徳島 

15 千葉 40 愛媛 

16 神奈川 41 高知 

17 山梨 

九州 

42 福岡 

北信 

18 長野 43 佐賀 

19 富山 44 長崎 

20 石川 45 大分 

21 福井 46 宮崎 

東海 

22 静岡 47 熊本 

23 愛知 48 鹿児島 

24 岐阜 49 沖縄 

25 三重  60 社保労連 

 

 

 



 

3. 接続確認について 

 セミナー当日は、12時30分頃よりZoomへの入室が可能となります。入室いただきま

したら、①画像が見えるか、②音楽が聞こえているかを確認してください。不具合が

ある場合は、（当日専用連絡先）090-1611-4840までお問い合わせ下さい。 

 

 

4. 参加者アンケートについて 

 参加者アンケートへのご協力をお願いいたします。終了後、スマートフォンやタブ

レットで下記のＱＲコードを読み取るか、ZOOMのチャットにリンクをお送りしますの

で、ＵＲＬをクリックしてアンケートページへ進んでください。結果は今後のレベル

アップ講座等の参考にします。 

ＵＲＬ： https://forms.gle/PQNVXaeT8MmLMD937 

ＱＲコード： 
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ピ
ッ
チ
デ
ッ
キ

賃
金
水
準
の
向
上
を
め
ざ
し
て

看
護
問
題
対
策
委
員
会
原
尾
健
作



昨
年
度
に
調
査
を
実
施

看
護
問
題
対
策
委
員
会
で
は
、
看
護
師
の
賃
金
の
仕
組
み
に
少
し
で
も
興
味
を
持
つ
役
員
が

増
え
る
こ
と
と
、
全
国
の
仲
間
の
賃
金
水
準
向
上
が
で
き
る
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
、
調
査
を
実

施
し
た
。
基
本
的
に
は
国
基
準
を
最
低
ラ
イ
ン
と
し
て
要
求
書
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
理
論

的
に
は
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賃
金
や
諸
手
当
の
成
り
立
ち
や
近
郊
の
原
則

に
則
っ
て
、
他
の
医
療
施
設
の
状
況
も
交
渉
へ
活
か
せ
る
た
め
、
参
考
し
て
ほ
し
い
。
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調
査
項
目

夜
間
看
護
等
手
当

正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
全
部
又

は
一
部
が
深
夜
と
な
る
業
務
に
従
事
し
た

職
員
に
、
そ
の
勤
務
１
回
に
つ
き
支
給
す

る
手
当

勤
続
1
0
年
の
看
護
師
の
基
本
給

基
本
給
だ
け
で
は
な
く
、
昇
給
ス
ピ
ー
ド
も

意
識
し
た
賃
金
水
準
の
確
保
が
必
要
な

部
分

夜
間
手
当

正
規
の
勤
務
時
間
と
し
て
深
夜
に
勤
務
す

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
、
そ
の
間
に

勤
務
し
た
実
労
働
に
対
し
て
、
勤
務
１
時

間
に
つ
き
支
給
す
る
手
当

宿
日
直
手
当

通
常
の
勤
務
時
間
か
ら
外
れ
た
時
間
帯

に
、
交
代
制
で
働
く
勤
務
形
態
に
支
給
す

る
手
当
。
日
中
に
行
う
当
直
に
支
給
す
る

日
直
手
当
の
こ
と
。
夜
間
に
行
う
当
直
に

支
給
す
る
宿
直
手
当
の
こ
と

初
任
給

正
規
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
が
、
最

初
に
受
け
取
る
給
与
の
こ
と

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日

3



夜
間
看
護
等
手
当
の
調
査
結
果

準
夜
手
当
額

2
,1
0
0
円
～
1
1
,0
0
0
円

国
準
拠
の
3
,1
0
0
円
は
6
5
回
答

2
交
代
(1
2
時
間
)夜

勤
手
当
額

3
,1
0
0
円
～
1
3
,6
0
0
円

国
準
拠
の
7
,3
0
0
円
は
8
回
答

深
夜
手
当
額

2
,1
0
0
円
～
1
0
,0
0
0
円

国
準
拠
の
3
,5
5
0
円
は
7
0
回
答

国
よ
り
低
い
単
組

準
夜
手
当
額

1
5
単
組

深
夜
手
当
額

1
4
単
組

2
交
代
夜
勤
手
当
額
2
2
単
組

2
交
代
(1
2
時
間
)

4
単
組

2
0
2
3
年
６
月
1
0
日

2
交
代
夜
勤
手
当
額

3
,9
0
0
円
～
1
8
,0
0
0
円

国
準
拠
の
7
,3
0
0
円
は
5
5
回
答

1
1
1
12

65

1
1
2
6
5
6
1
2
2
2
3
1
3
1
1
1
1

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

医
療
機
関
数

準
夜
手
当
額
(n
=
11
9
)

1
1
12

70

1
5
3
2
1
4
2
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0医
療
機
関
数

深
夜
手
当
額
（
n
=1
20
)

1
1
3
2
1
2
7
1
2
1

55

1
8
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

3900

5800

6000

6200

6500

6700

6800

6900

7000

7200

7300

7400

7500

7600

7800

8200

8300

8500

8600

9000

9600

10000

10280

11000

12000

13600

14000

18000

医
療
機
関
数

2
交
代
夜
勤
手
当
額
（n
=1
0
7)



夜
間
看
護
等
手
当
の
注
意
事
項

３
交
代
制
勤
務
の
休
憩

深
夜
時
間
帯
(2
2
時
～
5

時
)の
休
憩
は
勤
務
時
間

か
ら
除
算
さ
れ
ま
す

2
交
代
制
勤
務
の
休
憩

深
夜
時
間
帯
(2
2
時
～
5

時
)の
休
憩
は
勤
務
時
間

か
ら
は
除
算
さ
れ
ま
せ
ん

単
組
チ
ェ
ッ
ク

①
就
業
規
則
等
に
休
憩
時

間
設
定
の
確
認

②
人
事
院
規
則
を
最
低
限

と
し
た
各
地
域
の
公
立
公

的
病
院
の
支
給
実
態
を

調
べ
て
要
求

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日

5

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

単
組
に
よ
っ
て
は
、
一
定
の

回
数
を
超
え
た
場
合
は
、
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
制
度
あ
り
。

例
）
３
交
代
の
場
合
は
、

夜
勤
９
回
目
を
超
え
た
場

合
に
、
１
回
に
つ
き
1
,0
0
0

円
加
算
な
ど



2
0
X
X

3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2

1
7

2
3
2
2
2
2
1

2
7

1
1
1
1

1
0

1
1
1

4

1
1
1

5

1
1
1

1
0

1
2
1
1
1
1
2
1
1

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

182200

189900

190000

192400

198300

200000

200580

201100

207200

208100

209200

209400

209515

209800

210300

210700

210974

211000

211200

212334

212500

212600

213200

213800

214700

215000

215200

215300

215500

215700

216000

216276

216400

216900

218100

219000

219300

219600

220700

222222

223700

225200

229700

231300

231400

232700

236100

239400

医
療
機
関
数

（
円
）

大
学
4年

卒
看
護
師
の
初
任
給
（
n=
12
9）

初
任
給
の
調
査
結
果



初
任
給
に
つ
い
て

初
任
給
改
善
の
効
果

人
材
獲
得
の
効
果
や
在

職
者
調
整
が
必
要
に
な
る

の
で
、
若
年
層
の
賃
金
水

準
が
向
上
す
る
こ
と
に
な
る

単
組
チ
ェ
ッ
ク

①
国
家
公
務
員
や
看
護
協

会
調
査
を
確
認

②
国
を
最
低
限
と
し
た
各
地

域
の
公
立
・
公
的
病
院
の

支
給
実
態
を
調
べ
て
要
求

課
題
①

①
前
歴
換
算
の
改
善

現
在
、
民
間
経
験
者
の
採

用
も
増
え
て
い
る
の
で
、
人

材
を
確
保
す
る
た
め
に
改
善

が
必
要

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日

7

課
題
②

②
昇
任
昇
格
の
改
善

看
護
師
の
ポ
ス
ト
が
少
な

く
、
昇
進
や
昇
格
の
機
会
が

得
ら
れ
に
く
い
。
よ
っ
て
一
般

事
務
職
員
よ
り
も
退
職
前
の

給
料
が
少
な
い
傾
向
が
あ
る



2
0
X
X

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

2

1

2

1
1

4

5

1
1

3

2

1
1

2

1

2

3

5

1
1

4

1
1

2
2

1
1
1
1
1
1

4

6

1

2

1
1
1

2
2

1

5

1
1

4

1
1
1
1
1

2

3

1
1
1
1

01234567

248300
248700
251500
253500
254500
255000
255200
256100
256500
256629
257000
257400
258000
258800
259000
259444
259553
260000
261200
262100
262200
262400
262600
262700
263500
264000
264200
264500
264900
265500
265700
266200
266700
266800
267500
267600
268800
268900
269000
270000
270023
270100
270500
271000
271200
271300
271600
272339
272600
273100
273300
274100
274500
275400
276200
276467
277000
278000
278400
279500
279792
280000
280800
282400
291500
294900
297009
298900

医
療
機
関
数

（
円
）

大
学
4年

卒
看
護
師
の
勤
続
10
年
の
基
本
給

(3
1～
32
歳
、
非
管
理
職
)（
n=
11
6）

勤
続
1
0
年
後
の
看
護
師
の
基
本
給
の
調
査
結
果



勤
続
1
0
年
後
の
看
護
師
の
基
本
給
に
つ
い
て

昇
給
の
効
果

昇
格
年
齢
を
１
年
早
め
る

と
、
生
涯
賃
金
で
約
３
５

万
円
程
の
差
が
影
響
し
ま
す

単
組
チ
ェ
ッ
ク

国
家
公
務
員
は
、
２
級
４
７
号

俸
給
に
格
付
け
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
よ
り
も
水
準
が
低
い
労

組
に
つ
い
て
は
、
改
善
が
図
れ
る

よ
う
に
意
識
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

改
善
手
法

昇
格
基
準
の
目
安
を
設

け
た
り
、
特
別
昇
給
制

度
、
号
給
適
用
調
整
措

置
等
を
設
け
た
り
し
ま
す

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日
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宿
直
・
日
直
の
勤
務
の
調
査
結
果

当
直
と
は

通
常
の
勤
務
時
間
か
ら
外
れ
た
時

間
帯
に
、
交
代
制
で
働
く
勤
務
形

態
の
こ
と

宿
日
直
勤
務
の
態
様

①
仕
事
の
終
了
か
ら
翌
日
の
仕
事
の
開

始
ま
で
の
時
間
の
対
応
、
火
災
等
の
予

防
の
た
め
の
巡
視
、
非
常
事
態
発
生
時

の
連
絡
等
に
当
た
ら
せ
る
も
の
。

②
法
定
労
働
時
間
で
あ
る
4
0
時
間
に

含
ま
れ
な
い
勤
務
で
あ
り
、
通
常
業
務
は

行
い
ま
せ
ん
。

③
労
働
基
準
法
上
「
宿
日
直
」
勤
務
の

許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
許
可
基
準
を

定
め
て
い
る
。

日
直
と
は

日
中
に
行
う
当
直
の
こ
と

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日

宿
直
と
は

夜
間
に
行
う
当
直
の
こ
と

3
9

%

6
1

%

日
直
の
有
無
（

n
=

1
3
0

) 日
直
な
し

5
1

日
直
あ
り

7
9

3
6

%

6
4

%宿
直
の
有
無
（

n
=

1
3
0
) 宿
直
な
し

4
7

宿
直
あ
り

8
3

「日
直
」「
宿
直
」勤

務
状
況
に
つ
い
て

（衛
生
医
療
評
議
会
調
査
結
果
）



許
可
基
準
と
し
て
の
定
め

①
常
態
と
し
て
ほ
と
ん
ど
労
働
す
る
必
要
が
な
い
勤
務

の
み
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
病
室
の
定
時
巡

回
、
少
数
の
要
注
意
患
者
の
検
温
等
の
特
殊
な
措

置
を
要
し
な
い
軽
度
の
又
は
短
時
間
の
業
務
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
こ
と

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日

1
1

②
原
則
と
し
て
、
通
常
の
労
働
の
継
続
は
認
め
ら
れ

な
い
が
、
救
急
医
療
等
を
行
う
こ
と
が
稀
に
あ
っ
て

も
、
一
般
的
に
み
て
睡
眠
が
十
分
と
り
う
る
も
の
で
あ

れ
ば
差
支
え
な
い

③
所
定
労
働
時
間
外
や
休
日
の
勤
務
で
あ
っ
て
も
、

本
来
の
業
務
の
延
長
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
業
務
を

処
理
す
る
こ
と
は
、
「
宿
日
直
」
勤
務
と
呼
ん
で
い
て
も

労
働
基
準
法
上
の
「
宿
日
直
」
勤
務
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

④
宿
日
直
手
当
と
し
て
、
「
宿
日
直
」
勤
務
に
就
く
労

働
者
の
賃
金
の
１
人
１
日
平
均
額
の
３
分
の
１
を

下
ら
な
い
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑤
原
則
と
し
て
、
宿
直
業
務
は
週
１
回
、
日
直
業

務
は
月
１
回
が
限
度
と
な
り
ま
す
。



2
0
2
3
年
６
月
1
0
日

1

5
5

1
2
2
1

1
3

1
1
1
2
1
1
1
2

1
1

1
1
1
3
1
1
1
1

02468101214

医
療
機
関
数

（円
）

日
直
手
当
額
（
n=
61
)

1
2

5

1
1
1
1
2
1

5

2

1
8

1
1
2
2
1
1

6

1

1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

02468101214161820

2200
4200
4400
4900
5000
5600
5700
5800
5850
5900
6000
6100
6200
6500
6600
6700
6800
7000
7200
7300
7400
7700
7750
8000
8300
9000
10000
10350
10500
12000
13200
15000
16000
18100

医
療
機
関
数

(円
)

看
護
師
の
宿
直
手
当
の
金
額
（
n=
82
)

宿
日
直
手
当
の
調
査
結
果

国
家
公
務
員
の
支
給
額

看
護
師
は
6
1
0
0
円
（
人
事
院
の

定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
7
4
0
0
円
）



宿
日
直
に
つ
い
て

通
常
の
勤
務
時
間
と
同
態

様
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
常
態
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
宿
日

直
」
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん

単
組
チ
ェ
ッ
ク

「
宿
日
直
」
勤
務
か
ら
「
日
勤
・
夜
勤
」
へ

の
交
代
制
勤
務
へ
の
変
更
は
、
「
宿
日

直
」
勤
務
の
拘
束
時
間
か
ら
解
放
と
代
償

に
、
「
宿
日
直
」
手
当
と
「
宿
日
直
」
勤
務

時
間
帯
の
実
働
割
増
賃
金
分
が
給
与
の

減
額
に
つ
な
が
る
方
向
で
あ
る
こ
と
を
理

解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

2
0
2
3
年
6
月
1
0
日

1
3

単
組
チ
ェ
ッ
ク

単
組
チ
ェ
ッ
ク

各
単
組
に
於
い
て
は
、
「
当
直
・
宿
日
直
」

勤
務
が
「
日
直
・
夜
勤
」
の
勤
務
と
違
う
こ

と
を
理
解
し
た
う
え
で
、
ま
た
法
律
上
の
取

扱
い
を
理
解
し
て
、
賃
金
労
働
条
件
の

改
善
を
お
願
い
し
た
い
。
ま
た
、
「
人
員
の

確
保
」
が
前
提
と
し
て
「
当
直
」
あ
り
き
の

勤
務
体
制
か
ら
、
「
勤
務
」
へ
の
体
制
変

更
を
念
頭
に
交
渉
に
臨
ん
で
く
だ
さ
い



ま
と
め

賃
金
に
関
心

を
も
つ
こ
と

給
料
明
細
に
つ
い
て
理
解

自
身
の
給
料
が
水
準
の
疑
問

情
報
収
集

国
や
他
の
自
治
体
病
院

交
渉
体
制
の

確
立

問
題
点
や
課
題
の
整
理

組
合
員
の
声
を
反
映

2
0
X
X

ピ
ッ
チ
デ
ッ
キ

1
4

賃
金
の
変
遷



夜
勤

体
制

の
整

理
す

べ
き

課
題

に
つ

い
て 看

護
問

題
対

策
委

員
会

委
員

松
浦

敬
介



勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
導

入
の

努
力

義
務

化
と

脳
・

心
臓

疾
患

の
労

災
認

定
基

準
の

改
正


2
0
1
9
年

4
月

に
働

き
方

改
革

関
連

法
の

施
行

と
合

わ
せ

、
労

働
時

間
等

設
定

改
善

法
の

改
正

に
よ

り
、

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
制

度
の

導
入

が
事

業
主

の
努

力
義

務
と

な
り

ま
し

た
。


2
0
2
1
年

９
月

に
は

、
脳

・
心

臓
疾

患
の

労
災

認
定

基
準

が
改

正
さ

れ
、

過
労

死
の

労
災

認
定

基
準

に
「

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

短
い

勤
務

」
が

評
価

対
象

と
し

て
追

加
さ

れ
ま

し
た

。



あ
な

た
の

職
場

で
は

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
を

導
入

で
き

て
い

ま
す

か
？

2
0
2
3
地

域
医

療
セ

ミ
ナ

ー
看

護
師

分
科

会
ア

ン
ケ

ー
ト

よ
り



「
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

制
度

」
今

後
、

義
務

化
の

見
通

し

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
制

度
が

義
務

化
さ

れ
る

と
看

護
職

場
で

は

逆
循
環
勤
務
が
で
き
な
く
な
り

、
正
循
環
勤
務
の
３
交
代
勤
務
か
、

２
交
代
勤
務
（
1
6
時
間
や
1
2
時
間
等
）
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。

○
正
循
環
勤
務

「
日

勤
→

準
夜

勤
→

非
番

(休
み

)→
深

夜
勤

」
「

深
夜

勤
→

休
み

→
日

勤
」

等

○
逆
循
環
勤
務

「
日

勤
→

深
夜

勤
」

「
準

夜
勤

→
日

勤
」

等



勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
の

課
題

（
意

見
）


イ

ン
タ

ー
バ

ル
を

取
る

こ
と

で
身

体
は

楽
に

な
る

が
、

休
み

が
減

る


イ

ン
タ

ー
バ

ル
云

々
で

は
な

く
、

超
過

勤
務

を
極

力
減

ら
せ

ば
い

い
だ

け


イ

ン
タ

ー
バ

ル
確

保
の

た
め

遅
れ

て
出

勤
す

る
場

合
の

勤
務

内
容

に
つ

い
て

検
討

が
必

要


出

勤
時

間
を

遅
ら

せ
た

場
合

、
そ

の
間

の
人

員
減

、
仕

事
は

誰
が

ど
の

よ
う

に
担

保
す

る
の

か
？


他

の
ス

タ
ッ

フ
へ

し
わ

寄
せ

が
い

く
可

能
性

が
高

い


病

棟
勤

務
だ

と
、

前
日

か
ら

受
け

持
ち

患
者

を
組

ま
れ

て
い

た
り

し
て

、
急

に
イ

ン
タ

ー
バ

ル
を

取
る

こ
と

が
で

き
な

い


勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

導
入

に
よ

り
２

交
代

制
に

強
制

移
行

す
る

お
そ

れ
が

あ
る


イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

1
1
時

間
あ

れ
ば

許
さ

れ
る

の
で

は
な

く
、

最
低

条
件

で
あ

る


夜

勤
明

け
に

日
勤

を
入

れ
ら

れ
る

と
、

イ
ン

タ
ー

バ
ル

が
あ

る
と

は
い

え
体

力
的

に
厳

し
い

2
0
2
3
地

域
医

療
セ

ミ
ナ

ー
看

護
師

分
科

会
ア

ン
ケ

ー
ト

よ
り



「
日

勤
→

日
勤

」
の

イ
ン

タ
ー

バ
ル

確
保

で
問

題
と

な
る

ケ
ー

ス
と

対
応

策


オ
ペ

室
の

待
機

・
呼

び
出

し
で

、
緊

急
オ

ペ
が

重
な

り
業

務
が

深
夜

帯
に

ま
で

及
ぶ

ケ
ー

ス

＜
対

応
策

＞


深
夜

割
増

賃
金

は
も

ち
ろ

ん
、

基
本

は
翌

勤
務

日
を
休
み
（
職
務
専
念
義
務
免
除
）

と
す

る


人

繰
り

が
つ

か
ず

休
み

に
で

き
な

い
場

合
に

は
、

事
故

の
リ

ス
ク

を
考

慮
し

、
出

勤

時
間

を
ず

ら
す

、
な

る
べ

く
早

く
帰

す


待
機
を
2
部
制

に
す

る
、

状
況

に
応

じ
て

は
夜
勤

を
検

討
す

る


他

職
種

と
の
タ
ス
ク
・
シ
フ
ト
/
シ
ェ
ア

も
対

応
策

の
１

つ
と

し
て

検
討

す
る



正
循

環
３

交
代

制
夜

勤
の

メ
リ

ッ
ト

・
デ

メ
リ

ッ
ト

＜
メ

リ
ッ

ト
＞


勤

務
交

代
し

や
す

い


情
報

収
集

が
し

や
す

い


年
休

が
取

得
し

や
す

い


１
時

間
年

休
を

取
っ

て
早

め
に

休
む

こ
と

が
で

き
る


特

に
不

満
が

な
い

＜
デ

メ
リ

ッ
ト

＞


正

循
環

制
だ

と
休

日
が

減
る


準

夜
勤

か
ら

休
日

な
ら

ば
休

め
な

い


イ
ン

タ
ー

バ
ル

が
短

い


若
年

層
職

員
が

嫌
が

る


深
夜

前
の

休
み

に
休

息
が

で
き

な
い

2
0
2
3
地

域
医

療
セ

ミ
ナ

ー
看

護
師

分
科

会
G

W
の

意
見

よ
り



２
交

代
制

夜
勤

の
メ

リ
ッ

ト
・

デ
メ

リ
ッ

ト
＜

メ
リ

ッ
ト

＞


勤

務
回

数
が

減
る


遅

い
時

間
帯

の
帰

宅
を

回
避

で
き

る


休

憩
が

し
っ

か
り

と
れ

る


勤

務
表

を
作

成
し

や
す

い


体

力
的

に
楽

（
若

者
世

代
）


ま

と
ま

っ
た

休
み

が
取

れ
る

＜
デ

メ
リ

ッ
ト

＞


ロ

ン
グ

日
勤

が
発

生
し

、
時

間
内

に
業

務
が

終
わ

り
づ

ら
い


勤

務
が

長
い


育

児
中

の
問

題
（

会
え

な
い

、
夜

を
空

け
る

）


体
力

が
続

か
な

い


短
時

間
勤

務
や

ロ
ン

グ
日

勤
の

働
き

方
が

で
き

な
い

方
は

働
き

続
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

（
退

職
）


休

憩
が

取
れ

な
い


イ

ン
シ

デ
ン

ト
が

起
き

や
す

い


急
変

に
気

づ
き

に
く

い


２
交

代
制

と
３

交
代

制
ミ

ッ
ク

ス
の

場
合

は
、

３
交

代
制

の
人

と
連

絡
が

取
り

づ
ら

い


癌
に

な
り

や
す

い
2
0
2
3
地

域
医

療
セ

ミ
ナ

ー
看

護
師

分
科

会
G

W
の

意
見

よ
り



グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
の

意
見

（
ま

と
め

）


正

循
環

3
交

代
夜

勤
・

２
交

代
夜

勤
と

も
に

メ
リ

ッ
ト

・
デ

メ
リ

ッ
ト

は
ど

ち
ら

に
も

存
在

す
る


世

代
、

個
々

の
背

景
や

職
場

の
状

況
に

よ
っ

て
も

違
い

が
あ

る


２

交
代

制
と

３
交

代
制

を
組

み
合

わ
せ

る
と

ス
タ

ッ
フ

の
確

保
が

必
要

に
な

る


夜

勤
人

員
確

保
に

は
夜

勤
専

従
者

も
必

要


勤

務
形

態
を

希
望

に
応

じ
て

選
べ

る
こ

と
が

望
ま

し
い


夜

勤
の

休
憩

取
れ

な
い

分
は

、
時

間
外

申
請

す
る

こ
と

が
必

要


仮

眠
室

の
条

件
整

備
が

必
要

（
２

交
代

制
の

交
渉

時
）



出
典

：
2
0
2
3

「
公

益
社

団
法

人
」

日
本

看
護

協
会

労
働

政
策

部



2
交

代
1
6
時

間
夜

勤
を

短
縮

す
る

場
合

の
ポ

イ
ン

ト


可
能

な
限

り
「

長
日

勤
」

の
設

定
を

避
け

る

⇒
  

労
働

時
間

８
時

間
以

内
の

複
数

の
勤

務
帯

の
組

み
合

わ
せ

を
検

討
す

る

例
：

早
出

・
遅

出
・

日
勤

・
中

日
勤

（
半

日
勤

）
等


交

代
時

刻
の

設
定

を
工

夫
す

る

⇒
  

病
棟

業
務

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

や
職

員
の

生
活

時
間

と
の

折
り

合
い

を
考

慮
す

る


や

む
な

く
「

長
日

勤
」

を
設

定
す

る
場

合
は

、
勤

務
負

担
軽

減
策

を
と

る

⇒
  
一

人
あ

た
り

の
長

日
勤

回
数

を
減

ら
し

た
り

、
長

日
勤

の
労

働
時

間
の

短
縮

、

業
務

内
容

の
整

理
を

行
う



出
典

：
2
0
2
2

「
公

益
社

団
法

人
」

日
本

看
護

協
会



看
護

問
題

対
策

委
員

会
か

ら
の

提
言


一

人
ひ

と
り

が
勤

務
形

態
を

希
望

に
応

じ
て

選
べ

る
こ

と
が

理
想


ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

や
ラ

イ
フ

イ
ベ

ン
ト

、
年

齢
、

健
康

、
役

割
等

を
考

慮
し

て
本

人
が

選
択

で
き

る
環

境
整

備
が

必
要


正

循
環

3
交

代
か

２
交

代
か

、
ど

ち
ら

か
一

方
に

決
め

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

現
場

の
職

員
と

十
分

に
議

論
し

合
意

形
成

を
図

り
、

勤
務

形
態

を
選

択
す

る


デ

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
は

負
担

軽
減

策
を

十
分

に
検

討
す

る



看
護

問
題

対
策

委
員

会
か

ら
の

提
言


2
交

代
夜

勤
で

は
仮

眠
室

・
仮

眠
環

境
等

の
条

件
整

備
を

行
う


勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

導
入

や
夜

勤
負

担
軽

減
に

向
け

て
は

他
職

種
と

の
タ

ス
ク

・
シ

フ
ト

/シ
ェ

ア
も

１
つ

の
手

段
と

し
て

検
討

す
る


業

務
負

担
軽

減
の

為
、

人
員

配
置

が
手

厚
く

な
る

午
後

に
業

務
ピ

ー
ク

が
来

る
よ

う
業

務
の

工
夫

を
行

う


夜

勤
・

交
代

制
勤

務
者

に
は

「
労

働
時

間
短

縮
」

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
与

え
る

よ
う

交
渉

を
行

う
（

週
の

所
定

労
働

時
間

を
減

ら
し

賃
金

は
そ

の
ま

ま
等

）



不
払
い
残
業
解
消
に
向
け
た
取
組

看
護
問
題
対
策
委
員
会

静
岡
県
本
部

静
岡
県
立
病
院
労
働
組
合

執
行
委
員
長

牧
田

彰
一
郎



不
払
い
残
業
と
は

•
時
間
外
申
請
を
し
な
い
で
行
っ
た
仕
事

•
時
間
外
申
請
を
し
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
認
し
て
も
ら
え
な
い

•
所
属
長
の
時
間
外
命
令
が
発
令
さ
れ
な
い

•
持
ち
帰
り
業
務
（
委
員
会
の
書
類
作
成
な
ど
）

な
ど
な
ど

■
看
護
師
含
め
医
療
職
は
妙
に
時
間
が
申
請
を
し
な
い
雰
囲
気
や
慣
行
慣
例
な
ど

が
存
在
す
る

↓ ★
他
同
僚
が
時
間
外
申
請
を
し
な
い
か
ら
自
分
も
し
な
い

★
上
司
か
ら
の
報
復
が
怖
い



看
護
師
あ
る
あ
る
残
業
と
な
る
事
例

•
今
日
は
絶
対
定
時
で
帰
ろ
う
と
思
う
と
就
業
時
間
2
時
間
前
に
入
院
連
絡

→
宣
言
し
な
い
方
が
よ
い
？

•
今
日
落
ち
着
い
て
る
ね
と
誰
か
に
言
っ
た
と
た
ん
に
バ
タ
バ
タ
…

•
勤
務
終
了
間
近
で
ル
ー
ト
抜
か
れ
ち
ゃ
っ
た
。
再
確
保
に
難
渋

•
昼
グ
ー
グ
ー
、
夜
ラ
ン
ラ
ン
の
患
者
の
相
手
で
記
録
が
ス
ム
ー
ズ
に
書
け

な
い
（
夜
勤
で
、
車
い
す
に
座
ら
せ
自
分
の
横
に
い
る
状
況
）

•
入
院
す
る
患
者
が
外
来
や
E
R
か
ら
な
か
な
か
上
が
っ
て
こ
な
い

•
勤
務
交
代
間
際
の
患
者
ト
ラ
ブ
ル
（
お
む
つ
の
大
爆
発
・
シ
ー
ツ
ま
で
）

ど
っ
ち
が
（
日
勤
？
夜
勤
？
）
ど
ち
ら
が
対
応
す
る
？
あ
っ
。
日
勤
な
ら

夜
勤
さ
ん
に
お
願
い
で
き
な
い
か
。
日
勤
で
や
り
ま
ー
す
…
。

•
委
員
会
の
宿
題
の
締
め
切
り
超
短
く
な
い
？



看
護
師
あ
る
あ
る
不
払
い
残
業
の
種
類

•
情
報
収
集
の
時
間

•
委
員
会
や
係
の
仕
事

•
看
護
記
録
や
帳
票
整
理
に
関
し
て
自
分
の
能
力
が
低
い
と
判
断
し
申
請
し

な
い
（
特
に
緊
急
入
院
や
退
院
患
者
が
多
い
時
な
ど
）

•
そ
も
そ
も
看
護
師
長
（
所
属
長
）
が
命
令
を
出
さ
な
い

•
勉
強
会

•
勉
強
会
の
講
師
で
資
料
作
成
時
間

•
新
人
や
異
動
者
の
時
に
は
申
請
し
に
く
い

•
育
児
短
時
間
勤
務
中
は
申
請
し
に
く
い



病
院
で
残
業
代
が
不
払
い
に
な
り
や
す
い
理
由

★
特
殊
な
職
業
な
の
で
残
業
代
が
発
生
し
な
い
と
誤
解
さ
れ
て
い
る

•
医
師
や
看
護
師
、
技
師
な
ど
は
高
度
な
専
門
職
で
す
。
ま
た
病
院
で
は
宿
直
や

当
直
勤
務
も
多
く
、
一
般
の
事
務
職
の
よ
う
に
「
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま

で
」
な
ど
の
わ
か
り
や
す
い
勤
務
体
系
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
人
の
命
を
救

う
仕
事
」
と
し
て
強
い
使
命
感
を
持
っ
て
い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

•
こ
う
い
っ
た
特
殊
性
か
ら
「
普
通
の
仕
事
と
は
違
う
」
「
残
業
代
は
出
な
い
」

と
思
い
込
ん
で
い
る
方
が
多
数
い
ま
す
。
病
院
か
ら
も
「
残
業
代
は
出
な
い
」

と
説
明
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
周
囲
の
誰
も
残
業
代
を
請
求
し
て
い
な
い
状

況
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
「
病
院
で
は
残
業
代
を
も
ら
え
な
い
」
と
思
い
込

み
、
残
業
代
が
不
払
い
に
な
っ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

※
新
人
の
頃
か
ら
こ
う
い
う
風
土
の
中
で
働
い
て
い
る
こ
と
も
多
く
そ
れ
が
当
た

り
前
で
気
づ
か
な
い
人
も
本
当
に
存
在
し
て
い
る
！
！



残
業
と
認
識
さ
れ
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
残
業
が
多
い

•
看
護
師
や
技
師
、
薬
剤
師
な
ど
の
医
療
職
で
は
「
残
業
と
認
識
さ
れ
て
い
な
い

サ
ー
ビ
ス
残
業
」
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
始
業
前
の
掃
除
や
仕
事
、

手
術
な
ど
の
準
備
、
終
業
後
の
看
護
記
録
や
P
C
へ
の
入
力
業
務
、
カ
ル
テ

チ
ェ
ッ
ク
な
ど
で
す
。
終
業
後
に
「
勉
強
会
」
が
あ
り
強
制
的
に
参
加
さ
せ
ら

れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
し
、
業
務
終
了
後
帰
宅
前
に
緊
急
入
院
患
者
が
搬
送

さ
れ
て
き
て
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

•
こ
う
し
た
作
業
や
対
応
は
「
業
務
外
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、

残
業
代
計
算
の
基
礎
に
さ
れ
ず
、
不
払
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。
し
か
し
本
当
は

す
べ
て
「
労
働
時
間
」
に
含
ま
れ
る
の
で
、
残
業
代
を
請
求
で
き
ま
す
。

•
時
間
外
命
令
指
示
が
な
く
と
も
黙
認
さ
れ
て
い
た
り
、
時
間
内
に
は
到
底
終
わ

ら
な
い
ほ
ど
過
大
な
業
務
が
あ
っ
た
り
す
る
場
合
は
、
残
業
代
請
求
が
可
能
な

ケ
ー
ス
も
多
く
あ
り
ま
す
。



コ
ロ
ナ
禍
に
入
り
増
え
た
e
－
ラ
ー
ニ
ン
グ

•
医
療
安
全
講
習
・
感
染
対
策
講
習
関
連
（
年
2
回
の
義
務
付
け
研
修
）

•
参
加
し
な
さ
い
と
捉
え
ら
れ
る
上
司
か
ら
の
発
言
や
ポ
ス
タ
ー

•
法
的
に
は
ど
う
な
の
か
？

→
判
例
か
ら
、
職
務
内
容
と
関
連
性
が
あ
る
研
修
で
あ
れ
ば
、
自
由
参
加
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
な
い
限
り
、
労
働
時
間
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

残
業
扱
い
と
し
な
い
た
め
に
は
、
自
由
参
加
と
明
示
す
る
こ
と
で
す
。

参
加
命
令
を
明
示
し
な
い
場
合
に
は
、

参
加
が
強
要
さ
れ
て
い
る
（
全
員
参
加
、
出
席
を
と
る
等
）
、
参
加
し
な
い
こ
と

自
体
が
不
利
益
と
な
る
（
人
事
考
課
等
）
よ
う
で
あ
れ
ば
黙
示
の
参
加
命
令
が

あ
っ
た
と
さ
れ
残
業
扱
い
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。



過
去
対
策
を
行
っ
た
組
合
の
一
例

当
局
と
交
渉
し
て
←
（
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
）

•
組
合
が
労
務
管
理
者
研
修
の
講
師
を
実
施
し
た

•
組
合
が
働
き
方
改
革
関
連
法
の
実
務
レ
ベ
ル
で
講
師
を
行
っ
た

•
時
間
外
対
象
業
務
、
研
修
、
講
習
を
す
べ
て
労
使
で
洗
い
出
し
て
、
検
討
し

一
覧
表
に
ま
と
め
た

•
組
合
へ
の
相
談
体
制
を
周
知
し
た

•
不
法
行
為
に
関
し
て
罰
金
刑
が
課
さ
れ
る
こ
と
を
労
務
管
理
者
に
説
明
し
た

•
超
過
勤
務
入
力
画
面
の
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
を
組
合
に
提
出
さ
せ
る
(承

認
さ
れ
る

前
に
)。

ま
た
実
績
確
定
画
面
の
コ
ピ
ー
と
照
ら
し
合
わ
せ
を
実
施
。



国
立
病
院
機
構
の
騒
動

•
「
仕
事
が
遅
い
か
ら
で
し
ょ
？
」
「
本
当
に
必
要
？
」

国
立
病
院
機
構
グ

ル
ー
プ
病
院
で
「
残
業
代
未
払
い
」
が
横
行

•
「
若
い
人
ほ
ど
、
申
請
は
通
り
ま
せ
ん
。
新
人
の
頃
、
朝
の
7
時
か
ら
深
夜
0時

す
ぎ
ま
で
働
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
『
自
分
の
仕
事
が
遅
い
か
ら
で

し
ょ
？
』
と
、
言
わ
れ
、
残
業
代
は
全
く
貰
え
ま
せ
ん
で
し
た
」
大
阪
南
医
療

セ
ン
タ
ー
の
看
護
師

•
「
最
近
、
勤
怠
が
ハ
ン
コ
管
理
か
ら
IC
カ
ー
ド
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、
残
業

は
変
わ
ら
ず
申
告
制
。
退
勤
の
打
刻
と
定
時
に
30
分
以
上
の
乖
離
が
あ
る
と
上

司
か
ら
『
何
の
時
間
？

本
当
に
必
要
だ
っ
た
の
？
』
と
問
い
詰
め
ら
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
残
っ
て
仕
事
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
結
局
、
責
め
ら
れ
る
の
が

嫌
で
打
刻
を
し
て
か
ら
仕
事
に
戻
っ
て
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
す
る
看
護
師
が
多

い
」
（
同
前
）

■
こ
ん
な
実
態
は
国
立
病
院
だ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
？
？
？

https://bunshun.jp/articles/photo/60870?pn=2


残
業
時
間
を
証
明
す
る
証
拠

•
シ
フ
ト
表

•
タ
イ
ム
カ
ー
ド

•
勤
怠
記
録
、
業
務
日
報

•
電
子
カ
ル
テ
な
ど
の
記
録

•
パ
ソ
コ
ン
の
ロ
グ
イ
ン
ロ
グ
オ
フ
記
録

•
入
館
や
退
館
の
記
録

•
業
務
で
利
用
す
る
メ
ー
ル
の
送
信
履
歴

•
タ
ク
シ
ー
で
帰
宅
し
た
際
の
領
収
証

•
交
通
IC
カ
ー
ド
の
記
録

•
個
人
的
に
作
成
し
て
い
る
業
務
時
間
予
定
表

•
業
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
詳
し
く
記
載
し
た
手
帳

•
病
院
か
ら
指
示
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
（
メ
モ
や
メ
ー
ル
な
ど
）



国
立
病
院
機
構
の
騒
動
は

国
立
病
院
機
構
だ
け
の
事
象
で
な
い

•
今
日
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
講
座
を
き
っ
か
け
に
改
め
て
現
状
の
自
分
の
働
き
方
が

労
働
法
規
に
あ
っ
て
い
る
か
考
え
て
み
よ
う

•
組
合
役
員
の
方
は
自
身
の
病
院
と
ど
の
よ
う
に
交
渉
し
た
ら
よ
い
か
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
の
意
見
も
踏
ま
え
考
え
て
み
よ
う

★
不
払
い
残
業
は
あ
る
意
味
自
分
に
と
っ
て
も
労
働
法
違
反
と
逆
に
考
え
て
み
る

★
割
増
賃
金
の
未
払
い
に
つ
い
て
は
「
６
か
月
以
下
の
懲
役
又
は
３
０
万
円
以
下

の
罰
金
」
（
労
働
基
準
法
第
１
１
９
条
第
１
号
）
→
こ
の
点
を
交
渉
で
チ
ラ
つ
か

せ
よ
う
！
！

★
地
公
法
で
も
労
働
基
準
法
３
７
条
が
適
用
さ
れ
る
→
時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
、

深
夜
労
働
を
行
え
ば
、
原
則
と
し
て
、
割
増
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



グループワーク（ブレイクアウトルーム）の進め方について 

                

１．役割分担を決める 

 書記（お名前       ） 

 司会進行（お名前       ） 

２．グループワークの流れ 

1 周目：イントロダクション  

・自己紹介（名前、単組、職種、組合役職、交渉にどのように関わっているか等） 

・本日の感想など一言（どんな内容でも可） 

２周目：「自分自身の給与について意見交換」  

・給与明細を見ながら、基本給、手当、給与総支給額について 

・給与明細等を参考に、賃金について満足な点と不満な点について 

３周目以降：「賃金水準改善について意見交換」  

・賃金水準を改善するための目標や交渉時の工夫等について 

・各年代や各職種の賃金の課題、他施設に聞きたいこと 

 

グループワーク終了後 

書記の方はグループ報告をお願いします（２グループ程度） 

 

【役割】議論の内容を記録し、終了後に本部衛生医療評議会（maeda@jichiro.gr.jp）にメ

ールでデータを送信する。 

 

【役割】司会は「グループワークの流れ」に沿って、進行を行う。参加者全員に発言して

もらうよう配慮する。 
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